
Ⅳ．3．1．中央最低賃金審議会

今後の最低賃金制のあり方に

ついて（答申）　　　（52．12．15．）

1　審議の経過（略）

2　得られた結論

都道府県ごとの地方最低賃金審議会において，最低賃

金を審議決定することを原則とする現行の最低賃金の決

定方式は，今日なお地域間，産業間等の賃金格差がかな

り大きく存在し，したがって依然として地域特殊性を濃

厚に持つ低賃金の改善に有効である。

しかしながら，現行方式は，最低賃金の決定について

全国的な整合性を常に確保する保障に欠けるうらみがあ

ることも否定しえない。したがって，当面の最低賃金制

のあり方としては，地方最低賃金審議会が審議決定する

方式によることを基本としつつ，その一層適切な機能発

揮を図るため，全国的な整合性の確保に資する見地か

ら，中央最低賃金審議会の指導性を強化する次のような

措置を講ずる必要がある。

（1）最低賃金額の決定の前提となる基本的事項（①地域

別最低賃金と産業別最低賃金のそれぞれの性格と機能

分担，②高齢者の扱いその他適用労働者の範囲，③最

低賃金額の表示単位期間のとり方など）について，で

きるだけ全国的に統一的な処理が行われるよう，中央

最低賃金審議会がその考え方を整理し，これを地方最

低賃金審議会に提示する。


